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１．目的

　この危機管理マニュアルは、学校法人鎌倉女子大学「危機管理規程」に基づき、鎌倉女子大学、鎌倉女子大学大学院及び鎌倉女子大学短期大学

部（以下「本学」という）の学生及び学校法人鎌倉女子大学の教職員等に被害が及ぶおそれがある災害等の危機を未然に防止し、また、発生した場

合に被害を最小限にくい止めることを目的とする。

２．危機管理の心得

①　事前点検・事前指導を十分に行う。

②　迅速な連絡と適切な対応を心がける。

③　５W１Hを基本に、正確な情報を把握し記録する。

④　再発防止の手段を講じる。

３．この危機管理マニュアルは、①地震発生時の対応、②火災発生時の対応、③台風等発生時及び交通機関不通時の対応、④救命救急体制に関す

　る本学全体の危機管理の枠組みであり、詳細な対応方法等については、本学「学生生活の手引」により対応する。



①　地震発生時の対応

↓ ↓ ↓

↓

身の安全を確保するよう緊急放送

・授業・実験・作業を一時停止しする

・落下物・転倒物・窓際から離れ、机・椅子などに身を隠す

・火・ガス・電気を消す

・部屋の出口を開け、逃げ道を確保する

・火災の確認（火災時は総務部及び施設管理部へ連絡） → ・火災発生時は出火場所を確認し、消防署へ通報

・負傷者等確認（負傷者がいる場合は総務部及び保健センターへ連絡） → ・負傷者がいれば、応急手当または救急車要請

↓

揺れが収まり次第、避難指示の放送

↓

↓

↓

本部隊及び各班を設置
（本部隊及び各班は、「自衛消防組織」に準じる

人員点呼
安全確認
消火活動

応急手当等

事後対応

緊急地震速報発令　あるいは　地震発生

指定の避難場所に集合

・避難指示の放送後、指定の避難場所へ避難

授業担当者 授業担当者以外の教職員 総務部・施設管理部・保健センター



②　火災発生時の対応

↓

↓

①消防機関への通報及び通報の確認 ①中央監視室（施設管理部）への通報及び隣接各室へ
②館内への非常放送及び指示命令の伝達 　の連絡
③関係者への連絡
①出火階に直行し、屋内消火栓による消火作業に従事 ①消火器等による初期消火及び本部隊初期消火班の
②地区隊が行う消火作業への指揮指導 　誘導
③消防隊との連携及び補佐
①出火階及び上層階に直行し、避難開始の指示命令の伝達 ①出火時における避難者の誘導
②非常口の開放及び開放の確認
③避難上障害となる物品の除去
④未避難者、要救助者の確認及び本部への報告
⑤ロープ等による警戒区域の限定
①火災発生地区へ直行し、防火シャッター、防火戸、防火 ①水損防止、電気、ガス等の安全措置及び防火戸、防
　ダンパー等の閉鎖 　火シャッターの操作
②非常電源の確保
③エレベーターの非常時の措置
①応急救護所の設置 ①負傷者への対応
②負傷者の応急処置
③救急隊との連携、情報の提供

↓

火災発生（発見者より総務部及び施設管理部へ通報）

・避難指示の放送後、指定の避難場所へ避難

指定の避難場所に集合

人員点呼
安全確認
消火活動

応急手当等

初期消火班

避難誘導班

安全防護班

応急救護班

自衛消防組織を編成し、任務を遂行する。

本部隊 地区隊
火災発生時の任務班

通報連絡（情報）班

事後対応



③　台風等発生時及び交通機関不通時の対応

気象情報・交通情報の確認を行い、下記の条件に合致する場合は休校とし、学生に周知する

①暴風警報又は大雪警報が神奈川県全域又は神奈川県東部に発表された場合

②天災又は人為のため、JR大船駅を発着する東海道本線（東京-小田原間）、横須賀線（東京-逗子間）

　及び京浜東北線・根岸線（東京-大船間）の３路線すべてが、上り・下り・北行・南行、運行区間の全部

　又は一部を問わず不通になった場合

※暴風、暴風雪、大雨又は地震等の影響による交通機関の運転見合わせ又は乱れが予想され、授業等の実施に支障をきたす

　可能性があると判断される場合は、上記の基準に関わらず臨時休校措置をとる。

休校の解除

①午前6時までに警報等が解除又は交通機関が開通した場合 当日の休校は解除

②午前10時までに警報等が解除又は交通機関が開通した場合 午後0時以降は平常授業とする

③午後2時までに警報等が解除又は交通機関が開通した場合 午後4時以降は平常授業とする

告知方法

　・大学構内掲示

　・鎌倉女子大学ホームページ

　・鎌倉女子大学ポータルサイト

　・休校情報自動音声応答（０４６７－４４－２１１８）

休校

↓

↓



④　救急救命体制

既往症等により生活管理の必要な学生を把握し、保護者、主治医と連携し、緊急時の対応方法を確認しておく。

↓

①傷病者の症状を確認（出血、意識、呼吸、脈拍、傷、骨折、その他の症状等）

②心肺蘇生法等の応急手当を、現場で直ちに行う

③速やかに保健センター、学生センター、教務部、総務部のいずれかに連絡し、応援要請を行う

④必要と判断したら、速やかに119番通報を行う。

⑤119番通報した場合は、速やかに総務部にその旨を連絡する

↓

・意識喪失が継続するもの

・ショック症状が持続するもの

・けいれんが持続するもの

・激痛が持続するもの

・多量の出血を伴うもの

・骨の変形を起こしたもの

・大きな外傷をもつもの

・広範囲の火傷を受けたもの

救急対応について

救急車の要請


